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はじめに
本連載の第2回では、21世紀初頭までにさまざまな
コーポレートガバナンスに関する仕組みが各国で作ら
れてきたことについて取り上げました。このうち英国
では近年、社会的な影響の大きな企業における会計
不正事件が頻発し、それに対応する形で監査改革が
進められています。コーポレートガバナンスと監査と
の関係で、改革の特徴を一言で示せば両者を一体とし
て改革するホリスティック（包括的）アプローチが英
国政府から提示されていることが挙げられます。
その後、英国における改革の動きは、どのように進
行しているでしょうか。本稿では、2022年5月31日
までの情報をもとに動向を振り返ってみましょう。
なお、本稿における意見にわたる部分については
筆者の個人的な見解に基づくものであり、所属する
PwCあらた有限責任監査法人の見解ではありません。

1	 改革に至る経緯（2021年まで）

2010年代の英国では、建設業における代表的な企
業として長い歴史を有し、パブリックセクターとの関
係も密接であった名門大手建設会社に代表される、
大規模企業における会計不正事件が次々と明らかに
なりました。これらの事件により、英国大企業におけ
るコーポレートガバナンス、（外部）監査に対する社
会の信頼性に疑問が呈され、英国議会の主導により
詳細なレビューが実施されました。

その結果は 3 つの主要なレビュー報告書として、
2018 年から2019 年にかけて公表されました（図表
1）。それらの成果を踏まえ、英国政府、ビジネス・エ
ネルギー・産業戦略省（Department for Business, 
Energy and Industrial Strategy：BEIS）が立 法 化
に向けた準備に取り掛かりました。

しかし、2020 年初頭からの新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）の世界的流行や、英国の EU 離脱

（Brexit）とも時期が重なり、政府の作業は次第に遅
延していくこととなりました。

最終的には、2021 年 3 月に至りようやくホワイト
ペーパー「監査およびコーポレートガバナンスに対
する信頼の回復：改革に向けた提言」（“Restoring 
trust in audit and corporate governance: propo
sals on reforms” ）が公表され、同年7月まで広くス
テークホルダーからのコメント聴取が行われました。
コメントが締め切られた後は、多数の意見を踏まえて
検討が行われ、政府による改革の実行のための立法
化に向けた公開フィードバックが待たれることとなり
ました。

コーポレートガバナンスと監査
 ── �英国における改革の最新動向

第5回



26 PwC’s View ─ Vol. 39 | July 2022

連載

PwCあらた基礎研究所だより

2	 �2022年に入ってからの	改革に向けた動き

当初、2021年秋ごろに公表が予定されていたBEIS
による公開フィードバックの文書について、省庁での
調整は、遅くとも2021 年内には完了していた模様で
すが、担当大臣に挙げられ、政権内での大臣間の調
整に多くの時間を要したとされています。

折しも政権内では、英国の感染症対策の一環で行
動制限が発せられていたロックダウン期間中、ダウニ
ングストリートにおいて繰り返しパーティーが開催さ
れていた問題が明るみに出ました。これにより世論の
激しい批判を浴びた政権にとって、支持率が急速に
低下した時期とも重なりました。

英国議会は、新しい会期の始まりにあたり、いわ
ゆる「女王演説」（Queen’s Speech）において、向
こう 1 年間の政権における優先事項が明らかにし
ています。直前の地方選挙で大苦戦した現政権は、
2022 年 5 月10日の皇太子が代行した女王演説にて、
2022 / 2023年の会期ではビジネス上の諸改革よりも、
有権者により直接アピールする政策を優先させるこ
とを余儀なくされました。

具体的にはBEISは、英国の監査および企業報告制
度を刷新し、法定監査市場における回復力と選択肢
を増やし、世界をリードする投資先としての英国の評
判を強化するための法案（draft Bill）を作成、公開
することを表明しました。

ここで法案の表現がとられていることから、諸改革
に向けた実際の立法化の時期が不明確となり、FRC

の後継となる規制機関の発足のための立法化も当初
予定されていた2023年よりも遅れる可能性が極めて
高くなりました。

他方、法案であれ女王演説の付属文書で取り上げ
られたことを、政府による改革へのコミットメントが
示されたと評価することもできます。

ここで特筆しておきたいことは、会計不正の責任を
問われ、キングマン・レビューの直接の対象となった
FRCの動きです。2019年よりCEOとしてFRCを率い
ているジョン・トンプソン氏のもと、後継の規制機関
となる監査・報告・ガバナンス庁（Audit Reporting 
and Governance Authority：ARGA）の発足に向け
て、急速な改革を進めています。

図表 2は2022 年に入ってからの動向を時系列にま
とめたものですが、規制機関であるFRC がいかにス
ピード感をもって行動しているかが示されています。

FRCにおける改革の動きのうち、4 月に公表された
「3 カ年計画」では、新たな ARGA の設立に向けられ

た、FRCの進捗状況を示す「3カ年計画」を発表しま
した。ARGAに向けてさらなる一歩を示したものとし
て評価されています。

すなわち、本計画立案の前提として、4 月時点で
2023 / 24 年をARGA 発足初年度となると予測してい
ます。これはこれまで想定されてきたARGAの発足年
度にあわせたものであり、ARGAにて政府の法定資金

（Statutory Funding）による資金調達が開始される
とすることを意味しています。

また、FRCからARGAへの移行に伴い、人員やコス
トの増加が右肩上がりにて見込まれています（図表

図表1：2021年までの主な経過

2018年1月15日 大手建設会社が裁判所に破産を申請し受理

2018年5月16日 英国議会下院の2つの特別委員会が大手建設会社の破綻に関連する問題点や今後実施すべき事項等を調査した報
告書を公表。また、財務報告審議会（Financial Reporting Council：FRC)が大手建設会社の財務諸表の虚偽表
示および会計監査に関する調査の進捗状況を公表

2018年12月18日 FRCに関するキングマン・レビュー最終報告書の公表

2019年4月18日 監査市場に関する競争・市場庁（Competition and Market Authority：CMA）レビュー最終報告書の公表

2019年12月9日 監査の質と有効性に関するブライドン・レビュー最終報告書の公表

2021年3月18日 BEISよりホワイトペーパーの公表

2021年7月8日 ホワイトペーパーに対するコメント締め切り

出所：各機関のウェブサイト情報より筆者作成
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図表3：FRCの人員および支出額の予算　
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出所： FRC (2022) Financial Reporting Council: 3-Year Plan 2022-25

図表2：2022年に入ってからの主な動向

2022年1月26日 FRCは監査委員会委員長についての新たな委託研究を発表。2020年に同様の調査に基づいて財務報告審議会か
ら委託された独立した調査は、監査の質に対するより一貫したアプローチを促進するための監査委員会の基準を策
定するための事例を強化

2022年2月8日 ビジネス・エネルギー・産業戦略大臣は、FRCのボードに新しい非常勤取締役を任命

2022年4月5日 FRCは「3カ年計画」を発表

2022年4月13日 FRCは新しい監査事務所ガバナンスコードを公開

2022年4月14日 FRCは、公益事業体の監査人を登録する計画を発表、公益事業体（PIE）の監査人を公認の監督機関（RSB）から
登録する責任を負うための協議を開始

2022年5月10日 英国議会における女王演説（政府による本会期の施政方針）、BEISにおける優先事項の公表（11日）

2022年5月12～13日 大手建設会社にかかる事件の審決について公告。監査人、元パートナーおよび特定の元スタッフに対する会計スキー
ム（偽造資料の提出）に関し、FRC執行評議会から出された正式な苦情についての審理がFRC懲戒裁判所で再開

2022年5月31日 Public Feedback: 「監査およびコーポレートガバナンスに対する信頼の回復：改革に向けた提言」

出所：各機関のウェブサイト情報より筆者作成
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3）。そのうえで、2025 年以降における安定的な推移
を目指すものとされています。

ところで、監査事務所ガバナンスコードが英国で
最初に公表されたのは 2010 年 1 月に遡ります。当初
はFRCの依頼を受けたイングランド・ウェールズ勅許
会 計 士 協 会（Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales：ICAEW）がプロジェクトチー
ムを形成して検討、コードは FRCと共同にて発出さ
れています。

その後、コードに関するスコープに含まれる監査事
務所における適用状況についてハイレベルのレビュー
が行われ、2016年にはFRCによる初めての改正が行
われました。コードはこのときから、FRC単独にて発
出されています。

2022年、監査改革の流れを受けた最大規模の監査
事務所における業務分離の導入、および 2016年コー
ドについてFRCによる事務所の適用レビューにおけ
る発見事項を考慮したうえで、再び改正が行われま
した。

ここで、本コードはあくまで事務所に対して全体と
して適用されるものであり、監査プラクティスのみに
対して適用されるわけではありません。監査プラク
ティスが他から業務上分離されている場合であって
も、引き続き事務所全体に対して適用されることとな
ります。

3	 �BEISによる公開フィードバック

2022年5月31日、BEISは、監査およびコーポレー
トガバナンスへの信頼の回復を目的とした改革に関
する協議について、対応ステートメント（以下、ス
テートメント）を発表しました。これは、キングマン、
CMA、およびブライドンのレビューから155の推奨事
項のほぼ全てをカバーする98の質問からなります。 
BEISは、金融セクターの全て、またそれ以外のセク
ターから、合わせて600 超のコメントを受け取りまし
た。

ステートメントは、寄せられたコメントから得られ
たテーマを要約しています。また、BEIS が女王演説

で述べられたように一次法令を通じて、また、大臣が
会社法に基づいて潜在的に有する既存の権限に基づ
く下位法令を通じて、さらに新たに定められ、また強
化される規制等の方法も通じて前進させる提案の概
要を示しています。これ以上は検討されない提案も
示されています。

監査改革法案の一環として一次法令を通じ進めら
れる提案は、上院と下院との合同委員会によって「立
法前の調査」のステージに入ることが可能となりま
す。委員会は、法案のメリットを証明し政府に報告
し、さらなる協議を経ることとなります。その後、翌
2023年の女王演説を経て本法が正式に議会に提出さ
れ、委員会段階での個別条項の検討を含め、通常の
立法段階を経ることが予想されています。他の方法
で導入される変更についてはより早まる可能性もあり
ますが、議会を経る必要のある法律につき最も早い
発効日は2024年と予想されています。

政府回答のポイントは、以下のようにまとめられま
す。

全体的なアプローチ

●	 英国の企業報告、ガバナンス、監査システム
全体に及ぶ包括的な改革のパッケージである。

●	 改革に必要な時間はまだ確立されていないが、
さらなる年数を要すると見込まれる。BEISは、
測定可能であり管理可能な変革のペースを提
供するのに必要な最低限のリードタイムを、
慎重に検討することを強調している。

●	 実行にあたっては、一次および下位の法令や、
英国コーポレート・ガバナンス・コード（以下、
コード）などの既存の手段を含む、可能な限
りさまざまなメカニズムを通して行われる。

主要な提案の内容

●	 PIE の 定 義 は、 私 企 業、AIM（Alternative 
Investment Market）取引所上場企業、LLP、
第 三 セクター 組 織 にまで 拡 大され、従 業
員 750 人 以 上かつ売上 750 百万ポンド以 上
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（750：750 threshold）に当てはまるものとさ
れる。PIE制度は、複数の階層のPIEに適用さ
れる、異なる要求事項を備えた細分化された
基準に移行する。

●	 コードは取締役会に対し、内部統制システム
（財務、業務、コンプライアンス）の有効性に

関する明示的なステートメントと、取締役によ
る評価の基礎を提供することを求めるよう改
訂される。

●	 監査・保証ポリシー、レジリエンスステートメ
ント、および不正の防止と摘発に関する取締
役による開示について、立法化がなされる予
定である。

●	 ARGAが設立され、PIE企業の取締役に対しよ
り大きな執行権限を持つようになる。

●	「管 理された共同監 査」（Managed Shared 
Audit）が立法化を通じてFTSE350に導入さ
れ、その免除を決定する権限を有するARGA
により段階的に適用される。

●	 資本維持および配当の適法性をめぐり新たな
開示が求められる。

●	 監査における入札および監査の質のモニタリ
ングをめぐり、監査委員会の最小限の基準が
導入される。

●	 最大規模の監査事務所における業務分離が正
式化される。

4	 おわりに		 ──ホリスティックアプローチの行方

こうした動きは、監査、企業報告、およびコーポ
レートガバナンスの基準を改善するための法改正の
パッケージの進展を表しています。コンサルテーショ
ンに対する政府の対応は、コーポレートガバナンスの
エコシステム全体が改革に関与する役割を果たして
いることを認め、資本市場の全体をカバーする一連
の措置の概要を示しています。政府からの詳細な回
答は想定より時間を要しましたが、ホリスティックア
プローチの一歩前進を示しており、その重要性は過
小評価するべきではないと考えられます。

政府によるコンサルテーションは、英国がコーポ
レートガバナンスを主導し、世界をリードする資本市
場としての地位を維持する機会をもたらします。こう
した野心的な目標を達成するには、提案がそれぞれ
にとって何を意味するのかをよく理解することが必要
です。進行中の議論に積極的に参加する企業が増え
るほど、今回の改革がビジネス環境を強化し、英国
の報告と規制の枠組みに対する信頼を深める可能性
が高まるとも言えます。

日本企業においては、PIE企業の定義を筆頭に、英
国改革のもたらす影響は以前に想定していたよりも
限定的となりました。しかし、国際動向を踏まえた企
業報告、コーポレートガバナンス、監査の将来を見据
え、英国における立法化の動きについて引き続き注
視していくことが必要と考えられます。
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